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●事前の命令⼿続きを
経ない緊急時の代執⾏
制度の創設

●空家等の活用拡大を
図るため、空家等活用
促進区域などを定める
ことができる。

①活用拡大

〔ア〕⽼朽危険空き家への
進⾏防⽌

〔イ〕 特定空家等の指導強化・
除却推進

〔ア〕住環境の整備
〔イ〕建替えの促進
〔ウ〕空き家の有効活用
〔エ〕所有者等の意識啓発

活用されない空き家、管理されない空き家の増加

1.7倍

１.空き家の現状

所有者不明⼟地の解消に向けた
⺠事基本法制の⾒直し

〇不動産登記制度の⾒直し
・相続登記義務化など（R6.4.1施⾏）

〇⼟地・建物等の利用に関する⺠法の⾒直し
・所有者不明の⼟地・建物管理制度等の創設

など

・利用の円滑化の促進
・管理不全所有者不明⼟地の管理適正化の措置

など

①住宅及びそれ以外の用途での利活用の促進
②相続手続きの促進
③適正管理の指導強化
④⽼朽危険空き家の除却

（H30）約15,300件 ➡ （R12）約25,400件

その他の空き家数

２.空き家の課題 ３.⻑崎市空家等対策計画

４.⺠法改正の動き

（例）空き家活用の促進区域の設定、⺠間連携 など

５.これまでの建築部の取組み

移住⽀援空き家リフォーム補助⾦ 24件
空き家家財処分費補助⾦ 5件

空き家にしない取組み
空き家の活用促進 未解決物件がある 空き家は増加傾向

（R3.4.28公布 R5.4.1施⾏）

（R3.4.28公布 R5.4.27施⾏）

（R4.5.9公布 R4.11.1施⾏）

（平成29年1⽉制定、令和3年3⽉改定）

特定空家等対策指導実績

空き家・空き地情報バンク制度

定住促進空き家活用補助⾦
登録件数 128件

相談件数 1,857件
解決件数 996件
残存件数 861件

R5.9.末（累計）

②管理の確保

③特定空家の除却等

【主な解決件数】
自主解体 597件
特定空家等除却費補助⾦ 250件
⽼朽危険空き家対策事業 54件

発生抑制・活用促進

基本方針１ 特定空家等にしない

基本方針2 特定空家等をなくす

空き家対策強化

活用促進・適切な管理

⺠法等⼀部改正法

相続⼟地国庫帰属制度の創設

所有者不明⼟地特別措置法改正

空き家・空き地を流通させる仕組みづくり

基本方針2 特定空家等をなくす基本方針１ 特定空家等にしない

贈与型賃貸住宅（⺠間連携）

●特定空家等になる
おそれのある管理不
全空家の所有者等に
対し、指導・勧告を
することができる。

１ 建築部における空家対策の取り組み ・ 空き家等に対する国の動き

・基本指針の変更
空家等の適切な管理に係る措置など

・ガイドラインの改正

（R5.12.13施行）

管理不全空家等に対する措置の手順など

６.空家特措法改正
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２ 空家等対策の推進に関する特別措置法の⼀部改正の概要 ※施⾏⽇︓令和5年12⽉13⽇

①活用拡大

〇空家等活用促進区域の創設
・市町村は、空家等対策計画において、中心市街地や地域再生拠点など空家等の活用を促進する
区域を定めることができる。

主な内容

空家等活用促進区
域内で市町村が講
じることのできる規
制の合理化等
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②管理の確保

〇管理不全空家等の創設

・放置すれば特定空家等となるおそれのある空家等（管理不全空家等）に対し、市町村が指導・勧
告できる。

主な内容
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空家等対策の推進に関する特別措置法の⼀部改正の概要
③特定空家の除却等

〇緊急代執行の創設

・災害その他非常の場合において、保安上著しく危険な状態にある特定空家等に関し、緊急に除却
等が必要な場合は、命令等を省略することができる。

（例） 【通常の代執行】
指導→勧告→命令事前通知→意見の聴取→命令→戒告→代執行

【緊急代執行】
指導→勧告→代執行

主な内容

災害により市道へ崩壊しかけた建物⇒
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